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全圧連福祉共済制度
ご加入のおすすめ
●災害保障特約ィ寸団体定期保険
●全

　

圧

　

連 見

　

舞

　

金

　

制

　

度

制度の特長

　　　　　　　　　　　　
保険期間中に不慮の事故により
３日以上通院したとき、「口につ
き５，０００円の通院見舞金を給付

します。（年１回限度）

１．お手頃な鮭栓で大きな瀞側瞳【勤り唯…られます。
２．業務上・堂務外「を問わず２４日報劃保障されます。
３．制限への加入申込み、保刷険金等の滞盟即人は

±業主となります。
４．掛金は≦潔額班員金また【淑必揺霊経費に算入できます。
５．厘…険‐期間は１年で案鵬余途め

ｔ生じた場合には配当金として還元されます。
６．医師の診査はなく告知書扱いで加入申込手続きがで・きます。
７．掛金｛に指定のロ座からの自動振替です。
８． 扇圏±に伴う加入・脱引島の手続肋晦ｉ月できます。

…

　

この卿灸は、死亡等の％郷章を目的とする側隣期間１年、保険料瞳トＬ丹舎て型の生命卿美で、当パンフレットに記載の％瓢灸金額貝か…

…

　

らお申込みいただけます。
…

　

保障内容・側発斜額・保険料等がご意、向に沿った内容となっているか、お申込み前にご確認をお源頃いします。

護全国司と之圧送事業団体連合会
〒１０１‐００４１

　

東京都千代田区神田須田町１‐１３‐５

　

藤麹予リレ７階

ＴＥＬ０３‐３２５４－０７３１（代） ＦＡＸ０３‐３２５４‐０７３２



希望の口数をご自由に選択してください。
加 入口 数

　

１

　

１口

　

１

　

２口 １

　

３口

　

１

　

４口

　

！

　

５口

障 害．給
付 金 １７ｏ万円～

　

１１４０万円～ １２１０万円～ １２８０万円～

　

１３５０万円～

喜憂発寿ぎ
」

　

－－」－

　

ｌｏ万円１

　

２ｏ万円

　　

３０万円

　　

４０万円

　　　

万円

保障内容と月払掛金

★

　

保障内容について

　

★
◆ 死

　

亡

　

保

　

険

　

金

　

保険期間中に死亡されたとき、お支払いします。

◆ 高 度 障 書 保 険 金

　

加入（増額）日以後の病気やクガによって、側釧月間中に別表１の第１級（高度障
害梶態）に該当されたとき、お

　　　　　　　　　　　

支払いします。

◆ 災

　

害

　

保

　

険

　

金

　

保＝発期間中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して１８０
日以内に死

　　　　　　　　　　　

亡されたとき、 または側隣期間中に発病した別
表２の感諜症により死亡されたとき、 お支払いします。

◆ 障

　

害

　

給

　

付

　

金

　

保晩期間中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して１
８０日以内に別

　　　　　　　　　　　

表１の障害梶態に該当されたとき、 お支払いします。

◆ 入

　

院

　

給

　

付

　

金

　

保隣期間中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して
ＩＢＯ日以内に日

　　　　　　　　　　　

本における病院・診療期所またはこれと同等とみなされる日本国外の医療施設にそ
の傷害の濃療目的で５日以上入

　　　　　　　　　　　

院されたとき、 １日につき、 所定の入院給付金をお
支払いします （１日目から）。ただし、 同一の不・慮の事故につ

　　　　　　　　　　　　

いて通算して１２０日 （更新前の入院日数を含みます。）を限度としてお
支払いします。

※不慮の事故とば識敗かつ偶発的な外来の事故で約款に定めるものをいいます。



制度の取扱
…
、
制 度 の 趣 旨ｌ

「加

　

入

　

資

　

格

　 　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
１継続加入の取扱

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

ｒ被保険者同回劃

当制度は、被保険者の頻貴族および被保険者の生活保障を目的とするものです。
一般社団法人

　

全国コンクリート圧送事業団体連合会に所属する会員事業主、役員および従業
員ならびに事務局の役職員の方で、加入（増額）申込日現在健康で正常に就業している、更新日現
在１４歳６カ月超６５歳６カ月までの方全員を加入させてください。
ただし、 ６０歳６カ月超の方は、 ２口 （４００万円）を限度とします。
加入事業所が会員資格を失った場合、この制度から脱退となります。
－旦加入されれば、加入資格を満たすかぎり以後の更新時にたとえ病気であっても、保険金額は前年
度と同額またはそれ以下で７５歳６カ月まで糸圏売物口入できます。 ただし６０歳６カ月超の方は、 ２口
（４００万円） を限度とします。

加入・増額に際しては、被保険者となるべき方全員に保険加入・増額に同意することを確認していただ
きます。
その際、被保険者となることに同意された全員の方の記名．押印のある申込書（同意確認書）をご提出
ください。

１掛

　　　

金」 鞍翻さ畠讐讐蟹 醍墨聞 欝暮
しています。保険料（掛金制度運営費）は、毎年の更新時に加入

掛金は、会員事業主の負担で月払です。
ご指定の金融機関の口座より自動振替します。振替日は毎月２７日で、当日が金融機関休業日の場合
は翌営業日となります。

「保

　

険

　

期

　

間，

１中途加入・脱退」

ｒ効 力 発 生 日ゞ

ず受

　　

取

　　

人ｌ

［配

　

当

　

金ー

　　　　　　　

　

　

［申

　

込

　

方

　

法１

２０２５年１２月１日（更新日）から２０２６年１１月３０日までの１年間で、以後１年ごとに更新し
ます。
特にお申し出がなければ自動的に更新糸断売します。
ただし、保ぽ劉期間の中途で加入される方については、中途加入日より２０２６年１１月３０日までで、
以後１年ごとに更新します。
加入資格を失い制度から脱退した場合には、脱退した月の月末までの保障となります。ただし、当自分
の掛金を払込むことが必要です。

中途加入および脱退については、月１回取扱います。
（例） ・既加入事業所

　　　　

９月１日までに申込みされた場合、 １０月１日付の取扱いとなります。

　　　　

（加入は１０月１日より保障、 脱退は９月３０日までの保障となります。）

　

．剛Ｄ入轍所

　　　　

８月２０日までに申込みされた場合、 １０月１日付の取扱いとなります。
ただし、 加入口数の変更 （増額・減額） は、 年１回 （１２月１日） の取扱いとなります。

ご加入（増額）申込み後、２０２５年１２月１日より効力が発生します。
保Ｂ発期間の中途で加入される場合は、申込み後、中途加入日より効力が発生します。
※全圧連福ネ雌共済制度は今後の１年ごとの保険収支により更新できなくなる場合もあります。

保険金．給付金受取人は被保険者の同意を得て、会員事業主とします。
ただし、保険金・給付金の支払いの際には、被保険者または被保険者の遺族の了知が必要となります。
遺族とは、 労働基準ラ劃施行夫則則第４２条および第４３条で定められる順位の方とします。

１年ごとに収支計算を行って、剰余金が生じた場合には配当金としてお返しします。
保Ｂ発期間の中途で脱退された場合は、配当金のお支払いはありません。

別紙申込書に必要事項を記入・押印のうえ、連合会事務局を通じてお申込みください。
更新時の申込書締切日は、 更新事務処服里」ヒ１０月１７日です。

＜個人情報に関するお知らせ＞

この元保険は、一般社団法人全

　

コ 全圧宝連所属単協（以下、単協）所属の会員事業
各会員は、加コは・嚇そ者（被保険者）の個人情報
は直＝接仝汗連へ提供いたします。金圧連および

い、関鍵餅土・提携会社を含む各種商
・サービスの充実、その他保険に関連・

法人が役員および従業員のために負担した掛金は、全額損金として処理できます。その掛金は

　　　　　　　　　

役員および従業員の所得税の対象となりません。

犠 鐘 銅糊搬 個人事業主が従業員のために負担した掛金は・全額必要経費として処理でき・その掛金は従業

　　　　　　　

ゑ

　

員の所得税の対象となりません。
個別の税務取扱いについて、詳しくは所轄の税務署等に必ずご確認ください。
〔２０２５年５月現在の税制〕

し、また、

がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受侮卵険会社に提供されます。
情報につし、ては、保険業法施行規狽りにより、業務の適切槌国営の確保その他叱腰と認められる目的に利



〔別腫１１〕Ｂ彰書寝餅凝夏刃
ー…闇１付書１胎凄（公拍勺な身脚章害者認定基準等とは異なります。）

等級 障

　

害

　

状

　

態 給付
割合

第１級
圃轄）

１，離助肋詮くｚ畝ｋ大ノた初
２，言語またはそしゃくｄ断

じを全く永久に失ったもの
３．軒因雫修系・精神また｛輔匂腹飴閉蔵撒」著しい障害を残し、

′」」．…

　

＾一一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，二ＪＪ．阻ーヌ
する初
４，醐支とも 邦綱紀で失っため就こーま初用往く線に失った初
５．両刊支とも 丘製睦餓え上で失った沈まミたはその用を全く永久に失」；」もの
６，１ト肢屯邦難簸ヌ上で失い、かつ、１下肢右足関節謎メ上で失っためまたはそ

　

の用を全く永久に失ったもの

１０割

第２級

８，１÷胡茄
、よび１下肢の用を全くｚ永久に失ったもの

９，１０手指を失った力またはその用を全く永久に失ったもの
１０，１肢口第３級の１３から１５までのし、す＊めての翻伽障害を生じ、かつ、他の

　

１肢にご筆３級の１３から１５までま：た｛叢第４級の２１から２５までのいず

　　

イリＪＹ′・」”

　　　　　

「「Ｌ

　

′′’Ｌ′）ノ

１１．両耳の卵勅を全くｚ永久に失っノしもの

７割

第３級

第４級

第５級

第６級

１２，１自尽〕所見力を全く永久に失ったもの
１３，１ 艶支吃邦勤節議決上で失った力、またはＬ朗支の用もしくは１上肢の３大関

　

節中の２関節面用を全く永久に失ったもの
１４，１下肢を足僕堕

”議決上で失った力、または１下肢の用もしくは１下肢の３大関

　

節中の２関節肋用ｍを４キく永久に失ったもの
１５，１手の５手指を失った力また｛表第１指（母指）および第２指（示さ旨）を含ん

　

で４手指を失ったもの
１６，１０足指を失ったもの
１７，脊柱に著しい奇形または著しし逼動曝書較永久に残

山もの
１８．圃郎所見力にそれぞれ著しい障害右７永久に奏密すもの
１９，言語またはそしゃく鰯謝Ｅに著しい障害右永久｛Ｌ残９もの
２０，軸醇鞘孫・，”，．－－－－

　　　　　

王ｒいＢ乾かを残し、終身常ｒし日
尚諾野舌

動物著しく制限割る初
２１，１観如３祁難行輔１臨め用牲く線に失った初
２２．１刊却３畑難行輔１臨め用詮く線｛Ｌねた初
２３．１下肢力泳；久に５センチ久践誹宿したもの
２４，１手の第１指（母指）および第２指じ示さ旨）を失った力Ｅたた｛薫第１指（母指）

　

および第２指じ示さ司のう互少くとも１…著艶含んで３…勢艶次上を失ったもの
２５．１手の５手指数〕用を全く永久に失った訪、また服箱１指（母指）および第２指

　

（示精ｂ）を含んで３…勢護法上の用を全く永久に失ったもの
２６，１０足指図〕用を全く永久に失ったもの
２７．１足の５丘当旨を三たつたもの

２８．１」コ肢の３大関節中の２関節閲※賄８に著しい障害；杉永久に残すもの
２９，１下肢の３大関節中の２関節α糊脂Ｅに著しい障１雪笠永久に残すもの
３０，１手の第１指（母指）もしく‘蘇ｉ２指（示さ旨）を失った功＼ 第１指（母指）

　

もしく－嬢当２指（示さ旨）を含んで２手指を失った訪、また隣第１指（母指）お

　

よび第２指（示３旨）じお如）３手指宿失ったもの
３１．１手の第１指（母鋤 および第２指じ示さ笥 の用を全く永久｛

－失ったもの
３２，１足の５足指の用を全く永久に失ったもの
３３，両耳のメ恵め｛Ｌ著ししＷ障害右永久｛浅虫妄すもＬの
３４．１耳畑志肋を全く永久に失つたもの
３５．鼻を妃員し、かつ、その端賄Ｅに著しい障

ー書右永久に憂莞すもの
３６，脊柱 醗髄と除く）瞳璽亘が早

ー春霞永久｛該莞すもの
３７，１÷胡却）３対難”ヰｉの１関節同業賄Ｅに著しい障１雪笠永久に残すもの
３８，１下肢の３大関節中の１関節α糊脂Ｅに著しい障

富；歓永久に残すもの
３９，１下醒め９永久に３センチ以÷渉餅宿したもの
４０，１手の第１指（母指）もしく‘蘇き２指（示さ旨）の用を全く永久に失った訪＼

　

第１指（母指）もしく【蛸巨２指（示さ旨）を含んで２手指おえ上の用を全く永久

　

に失った訪、また賎業１指（母指）および第２指（示さ旨）じお如）２手指施しく

　

は３手指の用を全く永久に失ったもの
４１．１手の第１指（母指）および第２指（示寺旨） 鄭ｌｄ）１手指または２手指を失

　

ったこもの

４２．１足の第１指（母指）または他の４足指髄失ったもの

５割

３割

１．５割

１割

【高劃劃障鞍割状態に関する補足醐説測月】

１，常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の糖裂叡、１ヲ用巨・“緑・そ
噺教歩に および鯛礎競・起居・数テ・Ｎ滴の すれもが自
分ではできず、常に他人のヵｎ融護を要す到槌鱗といしＥだす。

（１）視力の…貝－碇ーま 扇園鎧霊鵡視力表により、１眼ずつ、きょう

　　　

正視力について漁旋します。

　

（２）「視力を全く永久に失ったもの」と｛＆視力が０．０２以下に

　　

なって回曇の見込α瑳まし暢恰をいいます。
（３）標さくお畑賎下垂によ劾 隙 蹴 破った

　

初と｛効なしませ毎
３．言語またはそしやくの卯障彰書

（１）「罰部朔鵬じを全く永久に失ったもの」と｛ま 次の３つの

　

船割い封。

　

①語音欄ｂ噺椎ｍ脚部障害で・、ロ唇音、歯舌音、１１蓋音、こう頭音

　　

の４種のうち、３希聾
、牡；の…発音」杯能となり、【その回復の

　　

見識んの娃まし暢拾

　

②脳ｉ言語中枢葛のメ目傷による揚割症で・、笥白雪吾による意志の

　　

疎組め昧可能となり、その回復Ｗの見識九の漠まし暢拾

解離めてき出により鋤昧難船
（２）「そしゃくの機能艶全く永久に失つたもの」とは、流動食

　　

じおｋのもの隣回収できなしｑ矩漣鮫、その回復の見誤 のなし、

　

船御し晒。
１４．上・下肢の障害

１

　

「上．下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完封こその運
動断じを失ったものをいい、上・刊肢の完発週晒むか麻てひ、または｛

　

上．下肢ー訪う、てそれぞれ３大関節 Ｕヒ肢にお礼、ては肩諺戦前、

　

ひじ関節船口ぴ弔陵謹窮、刊肢においてはまた鵡唾嵐 ひざ関節お
…

　

よび足関節）の亮皿傘強十で副長の見込の聡礼暢恰をいいます。

保険金等の支払いに関してはつぎに該当した場
合、 支払われないこともありますので申込みの際
特にご注意ください。
＊堰題譜暖め信該当した場針よ

　

そＵの噛艶賠胎について側奨金等
が支払わノれません。
★死亡・高度障害保険金が支払われなし暢拾
①加入 （増額）日から起算して１年以内における被保険
者の自殺（死亡側発会）
②〆粥保険者の故意、（高度障害蜘発金）
　　　　　　　　　　 　　　　　　（ラ勤（死亡・高度障喜劇発金）

過失によって

　　

と異なるとき

★災害保険金、障害給付金、入院給付金が支払われな
い場合
①“剰降鎧契約者または彼則奏者の故意また隣重大た逓朕
②災害例険塗受取人、障害給付金受取人または丸院給付金受
取人の故意または重大た説過失

、で運転をして

⑦彼側険老幼｛法令に定める酒気帯び運転五またはこれに相当す

　

る運転をしている間に生じた事故
⑧地震、噴火、ラ勢皮また【護符その』他の堆憂乱（ラお

（ラ劉

　

その‐変獣脱別奏者の数の勧肋℃、この例会の計算の基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

また

０
※．”

　

たた

　

出コｉ

　

・ 災害保険金の支払

　

平成６年１０月１２日総瀧；庁升告示鏡７５号に基づく厚生労働省汰臣官房硫竹静船隊扇「疾発病、傷害および死因網結杉澱張裏

　　　　　

対象となる感染症

　　

ＩＣＤ‐１０（２００３年版Ｆ準拠」に記載され実こう鼓類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。

コレラ（ＡＯＯ）、腸守フス｛ＡＯＩ．０）、パラチフスＡ（ＡＯＩ．１）、細菌畦赤痢（Ａ０３）、腹綴喜！中性客棚露ｉＥ厩≧梨症（Ａ０４，３）、ペスト（Ａ２０）、ジフテリア（Ａ３６）、
，級牟丑削ぎ日纏炎Ｃポリオ＞（Ａ８０）、ラヅ男爵〔Ａ９６‘２）、クリミャ・］ンゴ出血熱（Ａ９８．０）、マール ルグウイルス病（Ａ９８，３）、

土氷５ウイルス病（Ａ９８，４）、
癌麿（Ｂ０３）、重症急性１咽魔慧耐薩詳（ＳＡＲＳ） 鯨原則体がコロナウイルス属ＳＡＲＳ］ロナワイルスであるも似覗限ります。）（Ｕ０４）

引受ｅ郡灸斜± 太陽生命保険株己式会社
太陽－勧‐企保－２５‐０３５



〔宕１嚇１１〕＝轄ーー熟練表－
蓋…瀞付書１胎轟 （公粕勺な身脚章害者認定基準等とは異なります。）

等級 障

　

害

　

状

　

態 給付
割合

第１級
御園

１，両助肋栓ｑ熱に失った初
２，言語またはそしゃく餅撒

ｂを全く永久に失ったもの

１０割
する初
４，醐支とも邦難徽遺で失効 続こ（ま棚 詮ｑ熱駄つた初
５，耐支とも 蹴 観鉄索め就こ｛ま初用強くｚ線に失った初
６，１嫌又を手澱強健次上で失い、かつ、１下肢右足関節譲え上：で失った力

、またはそ

　

の用を全く永久に失ったもの

第２級

８，１朔紡鄭１下脚用詮Ｇ線に失った初
９，１０手指を失った力、またはその用を全く永久に失ったもの
１０．１肢に第珠棟力１３から１５までのん、すγ功ての填馴ｆ榔彰害を生じ、かつ、他の

　

１肢に第３級の１３から１５までまつ同業第４級の２１から２５までのいず

　

れめての鳴謝閑障‘書を生じたもの
１１，両耳の淵恵めを全く永久に失ったもの

７割

第３級

第４級

１２，１目影呪勢力を全くｚ永久に失つたもの
ｉ３，１÷胡妻を手関節議決上で失った力、または１上肢の用もしくは１÷胡玄フ）３大関

節輔２眺め用縫くｚ線に失った初
１４．１下月薪該覗難縄次上で失った力またはｒ刊支の用もしくは１下肢の３大関

　

節中の２関節面用を全く永久に失ったもの
１５．１手の５手指を失った力ｉＥたば第１指（母指）および第２指（示詩旨）を含ん

　

で４手指を失ったもの
１６．１０足指を失つたもの
１７．脊柱に著しし湾所ラまたは著しし遷動曝書較永久に残封すもの
１８，離郷塀児力にそれぞれ著しい陣覇寧霧永久に麦虜すもの
１９，言語またはそしゃく〃””－

　

著しＬ、障害をフ永久に残妄すもの
２０バ ー

　　　　　　　　　　　　　　

芸しい＝乾かを残し、終身常に日
出常勢舌

動物署し制限割る初
２１，１胡効３祁難働１卿 雁 鍬に失った初
２２，１下肢の３大関節中の１関節の用を全く永久に失ったもの
２３，１下肢力ぢ永久に５センチじ〆嫉誌宿したもの
２４．１手の第１指（母指）および第２指じ示守旨）を失った力Ｅたた｛嬢鳶１指（母指）

　

および第２指じ示詣ｂ）のうな少くとも１手指艶含んで３…著能〆上を失ったもの

２５．１手の５手指の用を全く永久に失った力き；たぱ業１指（母チ司および第２指

　

（示さ旨）を含んで３羽部スヒの用を全く永；久に失ったもの
２６，１０足指の用を全く永久に失ったもの
２７，１足の顕著旨を失ったもの

５割

３割

第５級

第６級

【高副劃障害一態に関する補足説朗】

１，常に介護訓を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食棚鰯蝿取、排便・“胴ミ．そ

疎撚およ醐臓 樹教戒柳靴もが自
分ではできず、常に他火の粉醗護を要す引頬穐鱗【いいます。
　　　　　　　　
（１）視力の；即徒は、扇動絹・彬肋表により、１眼ずつ、きょう

　　

正視功について～則旋します。

　

（２）「視に力を全く永久に失ったもの」と｛ま視ロコが０．０２以下に

　

なっ翻 勧腿加な札端をし、い封。
（３）側線きさくおよ調則陰下垂による視力障害猫視力を失った

　　　

ものとはｉみなしません。
３，言語またはそしやくの源障害

　

（１）「１詰部端鮪ヒを全く永久に失ったもの」とは 次の３つの

　　

場合をいいます。
①語音樋ｂー畑櫛朝障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭贋
の４種のうち、３禾襲え」コの暁音音が不能となり、み○図

庖伽の

　

②脳ｉ話語粋臨駆員鰍こよる短劃定で、、音声言語による意志の

　

藤組助杯可能となり、その回復刷の見込２）なし暢拾

　

③声帯徐部帥のてき出により発高め床紺該引湯合

（２）『そしゃくの機能艶全く永久に失つたもの」とは 流動食

　

におｋの１Ｅの｛恕顕鞭きなし町塊鱈、その回復の見誤 のな札、

　

場合をいいます。
４，上・下肢の都障害

　

「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完封こその運
動欄論じ陵失ったものをいい、上・下肢の売語義

釦跡麻ひ、または

上．激 職、てそれぞれ３糊揃 雌に為、て幅扇獅、

　

ひじ関節お小口び雫醍堕節、判肢‘司乳、て｛胡疏ゴ郷節、ひざＥ罰節お≦

　

雄 獅）の唖撤回勧馳駆乳端をいします。

保険金等の支払いに関してはつぎに該当した場
合、 支払われないこともありますので申込みの際
特にご注意ください。
＊鰹胎カ罷した総、孤醗胎について側懲

　

が支払われません。
★死亡・高度障坐・保険金が支払われない場合
①加入（増額） 日から起算して１年以内における被保険
者の自殺（死亡例発会）

　　　　　　　　　　　
網羅 微細軸臥娠鎚亡・醍醐懸
④蛾浄争その他の１変乱（ラ劉（死亡・高度障姉喜劇発金）
⑤保険軽契約者または徽側姿音ｄ獣口内容が故意または重大な
過失によって事実と異なるとき

★災書保険金、障害給付金、入院給付金が支払われな
い場合
◎卿発契約者または彼側奏者の故意また｛逗状槌過失
②災害保険塗受取人、障害給付金受取人または入院給イ市会受
取人の第ｗ嬬夏また【握駄た鷺過失
③磯保険者醐明罪行為
餅聞閑険者の川精禰刊障韓…勧原因とする事故
⑤院膨卿奏者のま鰹靴別対態を原因とする事故
⑥蒐ー鮒保険者邪法令に定める運転頑格を持たないで運転をして

している間に生じた事故
⑧地震、噴火、ラ郵疲また｛揖蛾ーＩＨヱの他臥○変乱（ン遡

（渦棚謝蜘緒磯崎肋に醐炎

　

ムい、また
ます。

ｌｏ
※

蛎帳２〕災難鷺憲酸 〒龍モ駕星も樽畷庁園覇潔蓋票藷扇語中陸竪遭難繋盤雫繋櫨誹議驚棄竃露璽欄蟹す。
コレラ（ＡＯＯ）、腸チフス（ＡＯＩ．０）、パラチフスＡ（ＡＯ１，１）、細菌畦赤痢（Ａ０３）、腸筒出而性刈圏轍雇陳症（Ａ０４．３）、ペスト

（Ａ２の、ジフテリア（Ａ３６）、
急憎灰白慨癖炎Ｃ粒」オ〉（Ａ８０）、ラッサ熱（Ａ９６，２）、クリミャ・コンゴ出血熱（Ａ９８，０）、マールフフ捗りイルス病（Ａ９８．３）、エホおメイルス病（Ａ９

８，４）、
婦唐（Ｂ０３）、重凹窟急

▲響聯腿－副廟圭声ｇ （ＳＡＲＳ） 鯨源熟め勺ロナ」‘イルス属ＳＡＲＳ］□ザウイルスであるも２Ｘｄ限ります。）（Ｕ０４）

弓－勤卿絵餅±

　

太陽生命側美杉沫己式会社
太陽－勧ー企保－２５－０３５



　

　

　 　 　　 　　

　

　　
　　　　　　　　

　

　　　　　　　
この 「団体定期保険 （契約概要）」 は、 ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご

　　　

７， 脱退による返戻金

確認いただきたい事項を記載しています。ご加入（増額）前に必ずお読みいただき、内容を

　　　　　

この保険には、脱退によ

ご確認・ご了解のうえ、 お申込みいただきますようお願いいたします。

　　　　　　　　　　

８． 引 受保 険会社
契約概要に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項などは、概要や代表事例を示してい

　　　　　

この保険契約は、契約者
ます。各事項の詳細等につきましてはパンフレット等の該当箇所を必ずご確認ください。

　　　　　　

運営します。共同取扱契，、
なお、保険契約の詳細な内容を示す「約款」 はご契約者 （団体） に配付されています。

　　　　　

毛れぞれの引受割合によ

この保険は１年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金をお支払いします。

この保険には、脱退による返戻金はありません。

この保険契約は、契約者である団体が生命保険会社と締結した団体定期保険契約に基づいて
運営します。共同取扱契約の場合には、引受保険会社は各ご加入者の加入保険金額のうち、
それぞれの引受割合による保険契約上の責任を連帯することなく負います。
※引受保険会社の詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。

１． 商品名称

　

団体定期保険

２． 商品の特徴

　

企業・団体の従業員・所属員等の方について、万一のときの保障を確保するために、団体を

　

契約者として運営する団体保険商品です。

　

保険期間は１年ですが、更新により一定年齢まで加入資格を満たすかぎり糸圏涜してご加入い

　

ただけます。

　

しくみ図（イメージ）

　　　　　　　　　

　　

死亡保険金

１

　

保険期間 １年

　

１

　

保険期間 １年

　

１ 保険党期間 １年

　

１

ご加入日

　　　　　

更新日 更新日

　　　　　　　　

更新日

　　　　　

更新限度

＊保険金額・給付金額、付加さ才１友こ特約の内容は団体ごとの制度内容により異なります。
詳細は、パンフレットの該当箇所をご参照〈ださし、。
また、制度内容は将来の更新時等にご契約者（団体）により変更されることがあります。
＊加入可能年齢・更新可能年齢などは、パンフレットにおけるご加入できる範囲をご確認
くださいｏ

３． 保険料につし、て

　

保険料は、毎年の更新時に加入状況に基づき、契約ごとに算出し変更します。

　

また、お支払方法、お支払経路等もご契約ごとに異なります。詳しくはパンフレットの該当

　

箇所をご覧ください。

４．保険金が支払われる場合

　

保険金をお支払いする主な事由はつぎのとおりです。

　

○保険期間中に、死亡された場合

　

○加入（増額）日以後の病気やケガによって、保険期間中に、所定の高度障害状態になられ
た場合

５．保険金等のお支払制限について

　

保険金等の支払事由に該当し保険金等が支払われた後、保障が消滅する場合

　

○お支払事由に該当し保険金等が支払われた場合には、その保障は消滅します。

　

○高度障害保険金が支払われた場合には、死亡保険金を重複してお支払いしません。また、

　　

死亡保険金が支払われた場合には、その後、高度障害保険金の請求を受けても、これをお
支払いしません。

弱震慶翻譲翻醐寵醒麗謝ぎ矧ぎ醍醐詩劉，この 「団体定期保険

　

Ｇ主意喚起情報）」 は、 ご加入（増額） のお申込みに際して特にご注意
いただきたい事項を記載しています。ご加入（増額）前に必ずお読みいただき、内容をご確
認．ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。また、お支払事由および
制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項、その他詳細につきましては、パンフレット等
の該当箇所を必ずご確認ください。

　

【ご意向に沿ったお申込内容かご確認ください】

　

ご加入（増額）時に配付された「契約概要」「当注意喚起情報」「パンフレット」をご覧い

　

ただき、つぎの①から⑤がご意向に沿った内容となっているかご確認のうえ、お申込みく

　

ださい。

　

１ ①保障内容（保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない場合など）

　

②保険金額

　

…

　

…

　

③保険料

　　

④保険料まＺＪ△方法

　

⑤保晩期間

ご告知に関する重要事項Ｊ
Ｏ告知の重要性
現在および過去の健康状態などについて、ありのままをお知らせいただくことを告知とい
います。
ご加入（増額）のお申込みにあたっては、告知書で引受保険会社がおたずねすることにつ
いて、事実のありのままを、正確にもれなくお知らせ（告知）ください。
０告知受領権等
告知される場合は、指定された書面をご提出ください。口頭でお話しされても告知してい
ただいたことにはなりません。
なお、生命保険会社の職員・代王劉店・団体の事務担当者が、お客様の告知に際し、傷病歴
や健康状態について、事実を告知いただかないよう、あるいは事実と違うことを告知する
よう勧めることはありません。

０傷病歴等がある方でも引受可能なケースがあること
傷病歴等がある方でも全てのご加入（増額）のお申込みをお断りするものではありません
ので、ありのままを正確にもれなく告知ください。
○正しく告知されなし、場合のデメリット
正しく告知をいただけない場合は「告知義務違反」としてご加入（増額）を解除させてい
ただき、保険金等をお支払いしないことがあります。



，／ご契約にあたっての重要事項；－

１． ご加入 （増額） のお申込みの撤回 （クーリング・オフ制度）

　　

この保険は、団体を契約者とする保険契約であり、被保険者となられる方のご加入（増額）

　　

のお申込みにはクーリング．オフの適用がございません。

２．ご加入（増額）の責任開始期
○ご提出された加入申込書（告知書）に基づき、引受保険会社がご加入（増額）を承諾した
場合、所定の「加入（増額）日」からご契約上の責任を負います。
○生命保険会社職員・代王劉店等には保険への加入（増額）を決定し、責任を開始させるよう
な代理権がありません。

３．保険金等をお支払し、できない場合

　

つぎのような場合には、保険金等をお支払いできないことがあります。

　

※増額部分が該当した場合は、その増額部分について保険金等が支払われません。
０免責事由（死亡・高度障害保険金の場合）

　

．加入 （増額

　

日から起★ して１

　

じ

　

に・加入（増額）日から起算して１年以内における被保険者の自殺（死亡保険金）
・保険契約者、保険金受取人の故意（死亡・高度障害則総会）
・被保険者の故意、（高度障害保険金）
・戦争その他の変乱（死亡・高度障割則袋金）（注）

（注）その該当被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、
引受保険会社はその程度に応じ、保険金等の全額を支払い、またはその金額を削減して支
払うことがあります。

○加入（増額）日前の疾病や不慮の事故（高度障害保険金等の場合）
高度障害状態等の原因となる傷病等が加入（増額）日前に生じている場合
（原因となる傷病等が加入（増額）日前に生じていた場合は、その傷病等を告知いただい
た場合でも、お支払いの対象となりません。）

責任開始期 （加入（増額）日）

お支払い
対象
◎

お支払い
対象外

　

×

０告知義務違反
保険契約者または被保険者から告知していただいた内容が事実と相違していたことを原

　

因として、保険契約の全部またはその被保険者の部分が告知義務違反により解除された場
合

０詐欺による取消し

　

保険契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、保険契約の全部またはその被
保険者の部分が取消しとされた場合

０不法取得目的による無効
保険契約者または被保険者に保険金等の不法取得目的があって、保険契約の全部またはそ

　

の被保険者の部分が無効である場合

　

○重大事由解除

　　

保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金等を詐取する目的で事故招致をしたと

　　

きや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に

　　

該当し、保険契約の全部または一部が解除された場合

　

０保険契約の失効

　　

保険契約者から保険料の払込みがなく、保険契約が効力を失つた場合

４． 脱退について

　

被保険者が退職その他の事由により加入資格を失われた場合には、保険契約から脱退となり

　

ます。この保険には、脱退による返戻金はありません。

５． 信用リスクにつし、て

　

引受保険会社の業務または財産伽様兄の変化により、保険金額等が削減されることがあります。

生命保険契約者保護機構について
引受保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会
員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約
者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも保険金額等が削減されることがあり
ます。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
〔お問い合わせ先〕

　

生命保険契約者保護機構 ＴＥＬ

　

０３一３２８６一２８２０
ホームページアドレス

　

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｓｅｉｈｏｈｏ９０，ｊｐ／

７．保険金等の支払いに関する手続き等の留意事項

　

○保険金等のご請求は、団体（ご契約者）経由で行っていただく必要がありますので、保険

　　

金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明

　　

な点が生じた場合等についても、すみやかに団体窓口にご連絡ください。

　

○お支払事由が発生する事象、保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合に

　　

ついては、 パンフレット等に記載しておりますので、 併せてご確認ください。

　

○保険金等のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金等の

　　

お支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等には、すみやかに団
体窓口にご連絡ください。

８．生命保険協会における「生命保険相談所」について
この保険に係る指定紛争解決機関は（一社）生命保険協会です。
（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・ＦＡＸは不可）・
来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全
国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。

　　　　　　　　　　　　　　

（ホームページアドレスｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｓｅｉｈｏ．ｏ可ｐ／）
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した
後、原則として１カ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合
については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の
正当な利益の保護を図っております。

９．この保険に関するご照会先について
○契約に関する諸手続き、当書面に関するご照会（全圧連福祉共済制度）
契約者連絡先：一般社団法人

　

全国］ンクリート圧送事業団体連合会
ＴＥＬ ０３一３２５４一‐０７３１

０その他のご照会
引受保険会社：太陽生命保険株式会社

　

団体保険課

　

０３一３２７２一６２６８

　

／

　

０１２０‐９３７一５０８（通話無料）

　　　　　　　　　　　　　　

＊ＩＰ電話の一部は利用不可
受付時間

　

９時～１７時 （土・日・祝日、 年末年始を除く）

太陽－勧－企保Ｍ‐２２‐‐００２（２０２２年４月改訂）


